
 

平成２０年度見附市学校評価の取組結果 
 
１．事業の実績 
（１）事業の実績の説明 
  【取組の概要】 

見附市においては、平成 19 年度まで新潟県教育委員会から示された「学校評価の手引き第 2 集」を
もとに、学校評価に取り組んできた。これまでの学校評価の取組を検証し、チェックをかけるととも
に、平成 19 年 10 月学校評価に係る学校教育法施行規則が改正され、新たに規定された「自己評価の
実施と公表」「学校関係者評価の実施と公表」「自己評価結果及び学校関係者評価の設置者への報告」
について、全学校で推進する体制づくりと確実な実施を行い、学校の取り組む教育活動を新しい視点
で評価し、広く地域保護者に公表することによって、学校教育の質の向上を図ってきた。 
 
 

【取組の内容】 
  【見附市の取組内容及び取組方法】 
 

実施校（市内の全小・中学校１２か校） 
小学校（8 か校）見附小、見附第二小、名木野小、田井小、葛巻小、新潟小、上北谷小、 

今町小 
中学校（4 か校）見附中、南中、今町中、西中 
 

         
   ①見附市教育委員会(市学校評価推進委員会)の取組内容及び取組方法 
    これまでの学校評価の取組効果を検証するための市学校評価推進委員会（以下推進委員会：

教職員で構成）を設置した。これまでの各学校でとりくんできた学校評価の成果と問題点を明
らかにすることにより、学校独自の課題と共通の課題が明確になってきた。 

学校独自の課題を解決し、より質の高い学校評価の取組を推進するために、全小・中学校に
学校関係者評価委員会を設置し、情報提供と情報共有を図り、学校と地域の密接な連携を図る
コミュニケーションツールとしての役割を果たすよう、取り組んだ。 
・ 推進委員会による全小中学校の情報共有と学校評価の問題点の把握 
・ 推進委員会による共通評価シートの作成と評価規準の信頼性の向上を図る取組の推進 
・ 推進委員会を中心とした学校関係者評価者に対する研修会の実施 
・ 市教育委員会を中心とした学校評価研修会(文部科学省講師)の開催 
・ 学校関係者評価委員研修会の実施 
・ 情報機器を活用した資料・データ整理の簡易化・共通化の研究協力支援 
・ 第三者評価委員会の設置による学校評価の質の確保・向上に向けた研究推進 

     
  ②各学校の取組内容及び取組方法 
    全小・中学校に学校関係者評価委員会を設置し、学校と地域・保護者を結コミュニケーショ

ンツールとしての役割を発揮できるように、年間の各種行事、授業参観への参加依頼、学校だ
より等情報提供を積極的に行った。また、各学校の自己評価を基にしたこれまでの学校評価の
取組の成果と問題点を明確にし、より質の高い学校評価の実施に向けての取組を推進した。 
・ 学校関係者評価委員会の設置 
・ 学校関係者評価委員の学校の教育活動への積極的参加依頼 
・ 学校関係者評価委員への積極的情報提供 
・ 学校独自の学校評価と合わせて、見附市共通評価シートによる学校評価の実施 
・ 情報機器を活用した資料・データ整理の簡易化・共通化の研究 
・ 情報発信の工夫（ＨＰ、学校評価たより等）による学校評価の積極的な公表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
（２）実施日程 

 
計   画   事   項 

 
実施 
 

時期 
 

推進委員会 
 

各学校の取組 
 

学校関係者評価 

 
 

備    考 
（研修会） 

 
４月 

  
 

  

 
５月 

 
 

 
 

 
 

 

 
６月 

 
 

 
各学校での学校評価体
制整備 

  

 
７月 

 
第１回推進委員会 

自己評価の実施 
各学校での学校関係者
評価委員会の設置 
 

学校関係者評価委員
の選定と委員会の開
催① 

 

 
８月 

 
 

 
学校関係者評価委員へ
の自己評価結果の報告 

  

 
９月 

 
第２回推進委員会 

 
 

学校関係者評価委員
による教育活動の参
観、施設観察、対話の
実施 

 

 
10月 

 
 

 
 

  

 
11月 

 
第３回推進委員会 

 
自己評価の実施 

  

 
12月 

 
第４回推進委員会 

 
学校関係者評価委員へ
の自己評価結果の報告 

 第三者評価委員会① 

 
１月 

学校評価研修会の実
施 

 学校関係者評価② 学校関係者評価委員研修
会 
学校評価研修会参加(仙
台) 

 
２月 

 
 

年間の教育活動の評価 
 

学校関係者評価③ 第三者評価委員会② 

 
３月 

 

各学校長・評価委員
からのヒアリング 
報告書作成 
教育委員会への報告 

 
次年度教育計画の作成
学校評価だより配布 

  
第三者評価委員会③ 

 
２．実施体制図 

 
 

校長会 
  

市学校評価推進委員会 
 

市教育委員会 

 
  

               
市内中学校区・・・①見附中学校区（見附小、見附第二小、新潟小、見附中） 
         ②南中学校区 （名木野小、上北谷小、田井小、南中） 
         ③今町中学校区（今町小、今町中） 
         ④西中学校区 （葛巻小、西中） 
             

                                   
・ 市内の全小・中学校が取り組む。 
・ 学校関係者評価委員会は各学校に設置する。 
・ 中学校区を基本にして研究推進する。 
・ 県教育庁義務教育課及び中越教育事務所との連携を密にして、各学校への指導助言にあた

る。 
・ 第三者評価委員会の設置による学校評価の質の確保・向上に向けた研究を推進する。 

 



 
 
３．事業による成果の概要 

（１）市学校評価推進委員会及び市第三者評価委員会の設置による「学校評価の質の向上」に向け
た全市の取り組み強化 

  ＜市学校評価推進委員会＞   
   本年度、見附市では、教育委員会及び各学校から計１７名で推進体制を組織した。各学校か

らは、教務主任、研究主任が構成員となった。いずれも各学校において、学校評価のリーダー
となっており、中心的な役割を果たす立場の人である。これらの立場の人が構成員となること
で、学校全体の取組、学校評価内容の質の向上につながった。 

   
＜市第三者評価委員会＞ 

     市第三者評価委員会は、大学教授、学識経験者、会計及びＰＴＡ関係者の４名により組織し
た。大学准教授、元公立学校校長、公認会計士及び元ＰＴＡ連合会長等からは、専門的な立場
からの指導、地域保護者、民間感覚からの適切な指導助言をいただいた。具体的には、見附市
各学校の学校評価計画、市共通の学校評価項目に対する指導助言及び、市内全小・中１２か校
に対して、今年度末の学校評価結果についてのヒアリングを実施した。ヒアリング及び各学校
が作成した資料を基に、成果と課題をまとめ、各学校に指導助言を行い、次年度の学校運営方
針に生かせるようにした。 

   
（２）全学校における「学校関係者評価委員会」の設置とその活動の推進 
   市内全小・中１２か校に学校関係者評価委員会を設置した。それぞれの学校では５名の委員

を地域の有識者、ＰＴＡ関係者、学識経験者から選出し、コミュニケーションツールとしての
運用を心掛けた。具体的には、学校が行う授業参観や学校行事への積極的参加依頼、学校だよ
りや学年だよりの送付による情報提供、年間３回の学校関係者評価委員会の実施を行った。 

 
（３）見附市共通評価シートの作成とシートを活用した学校評価の推進 
   市学校評価推進委員会で協議を重ねていく中で、「見附市学校教育の重点」を各学校がどの

ように具体的に取り組み、その成果と課題を把握しているかをみる「見附市共通評価シート」
を作成した。特色ある見附市学校教育を推進していくために、それぞれの学校が創意工夫して
具体化している内容のシェアリングと成果を把握することができた。 

 
（４）情報機器を活用した資料・データ整理の簡易化・共通化の研究 
   今年度は比較的規模の大きい見附小学校、見附中学校をモデル校として取り組んだ。マーク

シート（ＯＭＲ）処理システム及びＳＱＳシステムを活用し、アンケート作成とアンケート結
果処理の簡易化を図った。結果をクロス集計し、結果の原因と改善の方策を探るデータ処理を
どの学校でもできるように改善を加えていく。 

 

  


